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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

広報

１月は、市・都民税普通徴収
第４期の納期です。

〜納付には、便利な口座振替を〜▲

納税課np042－460－9831

市税の夜間納付相談窓口
税・保険・年金

a１月９日㈫・11日㈭午後８時まで

b納税課（田無庁舎４階）
c市税の納付および相談、納付書の
再発行など▲

納税課np042－460－9832

国民健康保険料の
産前産後期間の免除制度
　国民健康保険加入者の方が出産した
際に、産前産後の一定期間の国民健康
保険料が免除されます。
□産前産後期間
　出産予定月または出産月の前月から
４カ月相当分を国民健康保険料の年額
から減額します。なお、多胎妊娠の場
合は出産予定月または出産月の３カ月
前から６カ月相当分を減額します。
※出産とは、妊娠85日（４カ月）以上
の出産をいいます（死産・流産・早産・
人工妊娠中絶の場合を含む）。
※令和６年１月分以降の国民健康保険
料が減額対象です。
d産前産後期間に国民健康保険加入
者で、出産日が令和５年11月１日以
降の方
□届出時期　
● 出産予定日の６カ月前から　 ● 出産後
h ● 本人確認できるもの（運転免許
証・パスポート・マイナンバーカードなど）
● 母子健康手帳
※出産後の届け出で、母子が別世帯の
場合は出生証明書など出産日および親
子関係を明らかにする書類
b保険年金課（田無庁舎２階）・市民
課（防災・保谷保健福祉総合センター
１階）▲

保険年金課np042－460－9822

国民年金保険料の
産前産後期間の免除制度
　国民年金第１号被保険者の方が出産
をした際に、出産前後の一定期間の国
民年金保険料が免除されます。免除と
して認められた期間は、保険料を納付
したものとして老齢基礎年金の受給額
に反映されます。
□産前産後免除期間
　出産予定日または出産日が属する月
の前月から４カ月間の国民年金保険料
が免除されます。なお、多胎妊娠の場
合は、出産予定日または出産日が属す
る月の３カ月前から６カ月間の国民年
金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日（４カ月）以上
の出産をいいます（死産・流産・早産
された方を含む）。
d産前産後免除期間に国民年金第１
号被保険者で、出産日が平成31年２
月１日以降の方
□届出時期　
● 出産予定日の６カ月前から　 ● 出産後
h ● 本人確認できるもの（運転免許

証・パスポート・マイナンバーカードなど）
● 母子健康手帳
※出産後の届け出で、被保険者と被保
険者が出産した子が別世帯の場合は出
生証明書など出産日および親子関係を
明らかにする書類
b保険年金課（田無庁舎２階）・市民
課（防災・保谷保健福祉総合センター
１階）
j武蔵野年金事務所p0422－56－
1411（ナビダイヤル）▲

保険年金課np042－460－9825

くらし
南町自転車等保管所の閉鎖
　南町自転車等保管所は、令和５年
12月28日をもって閉鎖となり、１月
４日㈭から柳沢自転車等保管所に集約
して保管します。
❖柳沢自転車等保管所
　p042－466－8100
a㈯・年末年始を除く毎日　
午後１時〜６時
□撤去保管料　
● 自転車：2,000円
● 原付バイク：3,000円▲

交通課o
　p042－438－4057 　　 

生産緑地地区の変更図書の縦覧
　西東京都市計画生産緑地地区の変更
について告示しましたので、関係図書
を縦覧しています。▲

都市計画課op042－438－4050

わが家の耐震診断をしよう
　建物の設計図を基に簡易耐震診断を
行い、助言などを受けることができます。
a／b①①１月10日㈬午後２時〜５時
／保谷東分庁舎　②②１月13日㈯午前
９時30分〜午後０時30分／イングビル
d市内の地上２階建て以下の木造一
戸建てで、自ら所有し居住している住宅
※原則、昭和56年５月31日以前の建築
e各回８人（申込順）　※１人35分程度
i①１月５日㈮　②１月10日㈬まで
に、電話で下記へ
□相談員　①（一社）東京都建築士事務
所協会　②住みよい町をつくる会▲

住宅課op042－438－4052

募集
保育園保育推進員

□募集人数　７人程度
□勤務地　市内公設公営保育園
□任用期間　２月１日㈭〜３月31日㈰
□報酬　有資格者：時給1,480円
□応募資格　保育士資格
□募集期間　１月15日㈪まで▲

幼児教育・保育課np042－452－6777

寄附
その他

　市政へのご協力をいただき、誠にあ
りがとうございました。
✿東学童クラブ保護者会 様（テレビ・
ブルーレイプレーヤー・ビブスほか）▲

総務課np042－460－9810

市k

連 絡 帳
市からの

審議会など

■スポーツ推進審議会
a１月10日㈬午後６時30分
b田無第二庁舎５階
c／eスポーツ推進計画ほか／５人▲

スポーツ振興課np042－420－2818

■文化芸術振興推進委員会
a１月11日㈭午後５時
bイングビル
c／e第３期文化芸術振興計画に
ついてほか／５人▲

文化振興課np042－420－2817

■地域自立支援協議会計画策定部会
a１月15日㈪午後６時30分
b田無第二庁舎４階
c障害者基本計画および障害福祉
計画・障害児福祉計画策定ほか

e５人▲
障害福祉課np042－420－2804

■環境審議会
a１月17日㈬午後６時
b田無庁舎５階
c／e環境基本計画答申案／５人▲

環境保全課p042－438－4042

■使用料等審議会
a１月17日㈬午前10時
b田無庁舎３階
c使用料・手数料等の適正化
e５人
■行財政改革推進委員会
a１月18日㈭午後２時
b田無庁舎３階
c／e第５次行財政改革大綱策定
に向けた検討／５人▲

企画政策課np042－460－9800

■建築審査会
a１月18日㈭午後２時
b保谷東分庁舎
c建築基準法に基づく同意ほか

e５人
※一部非公開▲

建築指導課op042－438－4026

■国民健康保険運営協議会
a１月19日㈮午後７時
b田無庁舎５階
c／e令和６年度国民健康保険料
のあり方／５人▲

保険年金課np042－460－9821

傍 聴

無料市民相談

■専門相談（申込制）　※１枠30分
　専門相談は、広く市民の皆さんにご利用いただくためのもので、日常の問題や手続
などについて専門家が一緒に解決の糸口を探すものです。
□申込開始　１月４日㈭午前８時30分（★印は、12月18日から受付中）
□申込方法　市民相談室（田無庁舎２階）へ直接または電話
※申込開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j市民相談室np042－460－9805

内容 相談方法 日時

法律相談 電話・対面
１月19日㈮・24日㈬・25日㈭午前９時〜正午

１月17日㈬・22日㈪・26日㈮午後１時30分〜４時30分

交通事故相談 電話・対面
★１月  5日㈮ 午後１時30分〜４時

１月23日㈫ 午前９時30分〜正午

税務相談 電話・対面 １月19日㈮・23日㈫ 午後１時30分〜４時30分

不動産相談 電話・対面
★１月11日㈭ 午後１時30分〜４時30分

１月26日㈮ 午前９時〜正午

登記相談 電話・対面
★１月15日㈪ 午前９時〜正午

★１月18日㈭ 午後１時30分〜４時30分

表示登記相談 電話・対面 ★１月15日㈪ 午前９時〜正午

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 電話・対面 ※１月15日号でお知らせします。

行政相談 電話・対面 ★１月10日㈬ 午後１時30分〜４時30分

相続・遺言・成年後見等
手続相談 電話・対面 ★１月12日㈮ 午後１時30分〜４時30分

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室（田無庁舎２階） ㈪〜㈮　午前８時30分〜午後５時

１月の人権・身の上相談のご案内
　人権侵害、偏見や差別、近所付き合
いでの悩みごとなど人権擁護委員が
市民の皆さんの相談をお受けします。
a１月11日㈭・24日㈬午前９時〜

正午・午後１時〜４時
b田無庁舎２階
i１月４日㈭から電話で下記へ▲

協働コミュニティ課np 042－420－2821


